
 

幕別町農業・農村振興計画 2018 の後期見直しの主な変更内容 

 

関係事項（現計画箇所） 変 更 内 容 

１（２）⑥ 

３（２）③ 

 GPS ガイダンス機器等の ICT 技術活用に向けた環境整備に

関する記載については、今後も国事業の活用を中心に導入を

進めていくが、ここ数年で普及率は高まり、策定当時ほど課

題感は高くないため関係部分を全て削除。 

現行計画：P13、21 

１（５） 

 空き家の活用に関する同様の記載は現行計画１１（２）に

もあるため削除。 

現行計画：P14  

１（６） 

 令和６年度４月１日の改正で幕別町農業ゆとりみらい総合

資金貸付金における農福連携事業への支援は廃止する見込み

のため具体的な施策の記載を修正。 

現行計画：P15 見直し計画：P14 

３（１） 

 畜産クラスター事業については、農業支援システムという

より、「７農畜産物の安定生産・生産性の向上」により親和

性がある内容のため項目全体を移動。 

現行計画：P19 見直し計画：P36 

４（３）④ 

 従来の農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

「人・農地プラン」が廃止され、新たに農業経営基盤強化促

進法に「地域計画」が規定されたことに伴う文言の修正。 

現行計画：P24 見直し計画：P21 

５（１）② 

 本町の情報提供体制については５（１）②及び同③は類似

の内容のため、項目を統合。また、近年、北海道においても

夏場の猛暑が続くなど、気候条件が変化し、実際の農業経営

にも影響を及ぼしていることから追記。 

現行計画：P29 見直し計画：P26 

５（３）⑥ 

 農業経営改善計画に関する記載は５（１）①にもあるため

記載を統合。 

現行計画：P30 見直し計画：P25 



 

５（３）⑧ 

 ロシア・ウクライナ情勢等により、近年農業関係資材等に

も物価高騰の影響により農業者の経営状況も悪化しているこ

とに鑑み、対応方針について追記。 

現行計画：P30 見直し計画：P27 

５（４） 

 2024 年度から運輸・物流業界にも働き方改革関連法が適用

されるようになり、時間外労働時間の上限が設定されるよう

になり、農林水産業においても物流が滞ることが想定される

ため、このことに関する記載を５（４）労働条件の改善の項

目に追記。 

現行計画：P33 見直し計画：P30 

６（１） 

 農業・農村の多面的機能の維持・発揮に向けた施策として

は中山間地域等直接支払交付金と環境保全型農業直接支払交

付金のほかに多面的機能支払交付金も含まれるため２（２）

②の記載を参考に追記。 

現行計画：P36 見直し計画：P33 

７（１） 

 環境に配慮した農業に対する支援施策として、ふるさと土

づくり事業のほかに６（３）の内容も含まれるので、記載を

７（１）に移動。また、項目名を「環境に配慮した農業の支

援」に変化したことから「十勝型 GAP の研究」に関する記載

は「８農業に対する理解の促進」に移動。 

現行計画：P40 見直し計画：P36 

７（６）⑮ 

 ここ数年で全道的にも熊の出没確認数は増えており、幕別

町においても令和４年度から令和５年度までにかけて目撃情

報が相次いでいることから、熊自体は有害鳥獣指定されてい

ないものの、町として講じていく対応策について追記。 

現行計画：P44 見直し計画：P41 

８全般 

 「８農業に対する理解の促進」と「９消費者と生産者の結

びつきの強化」は、現行計画上重複している内容も多く、

「食育」という観点で共通しているため、「９消費者と生産

者の結びつきの強化」の該当する記載は全て「８農業に対す

る理解の促進」に移動させ、項目としての９は廃止。これに

あわせて、８の総括的な記載を、農業側から見た食育につい

ての記載に修正。８（１）の項目名も「健康づくりの推進」

に修正。 

現行計画：P46～49 見直し計画：P43～45 



 

９（３） 

 ６次産業化の推進についての記載は 10（２）にもあるた

め、９（３）の記載は削除。 

現行計画：P40  

10（１）② 

 有機農業に関する記載は７（１）の環境に配慮した農業に

統合しているため、ここでの記載は削除。 

現行計画：P51  

10（１）④ 

 特産品の開発は町内産品の高付加価値化を通じて、６次産

業化に資するものなので、９（２）の６次産業化に関する項

目に移動。 

現行計画：P51 見直し計画：P47 

10（２）⑥ 

 平成 30年度に策定した「６次産業化推進のための市町村

戦略」については、令和５年度で計画期間満了となるが、本

計画が６次産業化関係の国事業の採択のための計画であり、

本町において当該事業の要望が直近５年間でなかったことか

ら、更新しない予定のため記載を削除。 

現行計画：P51 

10（２）⑦ 
 当該事業については廃止となっているため記載を削除。 

現行計画：P51 

全般 

 文言等の整理、修正のほか図表・グラフについては時点更

新を行い、不要な図表・グラフ、写真については削除。 

現行計画：全体 見直し計画：全体 

 


